
○広島大学大学院特定プログラム規則 

(令和 5年 2月 21日規則第 22号) 

広島大学大学院特定プログラム規則 

(趣旨) 

第 1条 この規則は，広島大学大学院規則(平成 20年 1月 15日規則第 2号。以

下「規則」という。)第 25条第 7項の規定に基づき，広島大学大学院における

特定プログラムに関し必要な事項を定めるものとする。 

(開設及び編成) 

第 2条 特定プログラムは，単一の研究科等(研究科，附置研究所，教育本部，

全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設をいう。以下同じ。)で，又は研

究科等をまたがって開設することができる。 

2 特定プログラムを新規に開設しようとするときは，第 4条に規定する担当教

員会又は責任者は，原則として開設する前年度の 7月末までに特定プログラ

ム説明書(別記様式)を作成し，特定プログラムを開設しようとする研究科等を

通じて，理事(教育担当)の承認を得るものとする。 

第 3条 特定プログラムは，規則第 25条第 2項又は第 5項に規定する授業科目

により編成するものとし，修了要件単位は 10単位程度を目安とする。 

2 特定プログラムの履修に関し必要な事項は，別に定める。 

(実施体制) 

第 4条 特定プログラムの責任ある実施体制を保証するための教員組織として，

担当教員会を置く。 

2 前項の規定にかかわらず，特定プログラムを開設する研究科等が支障がない

と判断したときは，責任者を置き担当教員会を置かないことができるものと

する。 

第 5条 担当教員会は，特定プログラムの授業科目担当教員で組織するものと

し，その業務を総括するため，主任を置く。 

(シラバス) 

第 6条 教員は，担当する授業科目について，履修する上で必要な情報をまとめ

たものとして，シラバスを作成するものとする。 

(点検・評価) 

第 7条 担当教員会は，特定プログラムの実施状況等を基に，特定プログラムの

点検・評価を行うものとする。 

(改善) 

第 8条 担当教員会は，前条の点検・評価を基に，特定プログラムの改善を行う

ものとする。 

2 担当教員会が，特定プログラムの改善を実施しようとするときは，軽微な改

善を除き，当該研究科等を通じて理事(教育担当)の承認を得るものとする。 



(廃止) 

第 9条 研究科等は，第 7条の点検・評価を基に特定プログラムを廃止しようと

するときは，理事(教育担当)の承認を得なければならない。 

(雑則) 

第 10条 この規則に定めるもののほか，特定プログラムの実施に関し必要な事

項は，研究科等の定めるところによる。 

附 則 

この規則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

 

  



別記様式(第2条第2項関係) 

 

特定プログラム説明書 
  

開設研究科等名〔             〕 

プログラム

の名称 

（和文）  

（英文）  

1 プログラムの目的（概要等） 

 

 

2 登録時期 

 

 

3 登録要件 

 

 

4 受入上限数 

 

 

5 授業科目及び授業内容 

 

 

6 修了要件 

 

 

7 実施体制 

 

 

 

 


